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（金曜日）
第���������号

平成��年
�月 �日

��
�
�

�

��
�
�

�

◎
佐
賀
県
知
事
の
所
管
に
属
す
る
学
校
法
人
及
び
私
立
学
校
法
第
六
十
四
条
第

　

四
項
の
法
人
の
行
う
こ
と
の
で
き
る
収
益
事
業
の
種
類
の
廃
止  
�
�（
六
四
・
私
学
文
化
課
）　
一

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
六
五
・
道　

路　

課
）　
一

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
六
六
・　
　

〃　
　

）　
一

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
六
七
・　
　

〃　
　

）　
二

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
六
八
・　
　

〃　
　

）　
二

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
六
九
・　
　

〃　
　

）　
二

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
七
〇
・　
　

〃　
　

）　
三

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
七
一
・　
　

〃　
　

）　
三

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
七
二
・　
　

〃　
　

）　
三

��
�

�

○
県
営
諸
富
地
区
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
決
定　
  
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
農
地
整
備
課
）　
四

�
�
�
�
�
�
�
	



◎
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
指
定
の
一
部
改
正　
  
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
告　

示
・
九
）　
四

�
�
�
�
�
�
�
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
六

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

十
五
中
原
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

佐
賀
市
嘉
瀬
町
大
字
十
五
字
一
津
木

籠
一
四
八
四
番
二
地
先
か
ら

佐
賀
市
嘉
瀬
町
大
字
十
五
字
一
津
木

籠
一
四
九
一
番
一
地
先
ま
で

佐
賀
市
嘉
瀬
町
大
字
十
五
字
一
津
木

籠
一
四
八
四
番
二
地
先
か
ら

佐
賀
市
嘉
瀬
町
大
字
十
五
字
一
津
木

籠
一
四
九
一
番
一
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

一
一
・
〇

 
〜　

九
・
二

九
・
二

〜　
七
・
五

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

七
〇
・
〇

七
〇
・
〇

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
六

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

佐
賀
県
知
事
の
所
轄
に
属
す
る
学
校
法
人
及
び
私
立
学
校
法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
法
人

の
行
う
こ
と
の
で
き
る
収
益
事
業
の
種
類
（
平
成
十
七
年
佐
賀
県
告
示
第
百
二
十
六
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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路 

線 

名

県
道

十
五
中
原
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

佐
賀
市
嘉
瀬
町
大
字
十
五
字
一
津
木
籠
一
四
八
四
番
二
地

先
か
ら

佐
賀
市
嘉
瀬
町
大
字
十
五
字
一
津
木
籠
一
四
九
一
番
一
地

先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
六

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
六

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
唐
津
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

一
般
国
道

三
二
三
号

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

唐
津
市
浜
玉
町
五
反
田
字
簗
場
一
一

七
三
番
一
地
先
か
ら

唐
津
市
浜
玉
町
五
反
田
字
水
車
二
四

六
一
番
一
地
先
ま
で

唐
津
市
浜
玉
町
五
反
田
字
松
本
一
〇

五
四
番
三
地
先
か
ら

唐
津
市
浜
玉
町
五
反
田
字
松
本
九
七

九
番
一
地
先
ま
で

唐
津
市
浜
玉
町
五
反
田
字
簗
場
一
一

七
三
番
一
地
先
か
ら

唐
津
市
浜
玉
町
五
反
田
字
水
車
二
四

六
一
番
一
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

四
七
・
三

  
〜　

八
・
〇

　

二
七
・
七 

     
〜　

六
・
七

一
五
・
八

  
〜　

六
・
五

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

一
、
四
三
六
・
二

三
五
四
・
三

一
、
三
一
三
・
九

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
六

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
唐
津
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

県
道

鳥
巣
浜
崎
停

車
場
線

唐
津
市
浜
玉
町
南
山
字
玉
島
二
二
三

五
番
地
先
か
ら

唐
津
市
浜
玉
町
五
反
田
字
水
車
二
四

六
一
番
一
地
先
ま
で

唐
津
市
浜
玉
町
南
山
字
玉
島
二
二
三

五
番
地
先
か
ら

唐
津
市
浜
玉
町
五
反
田
字
水
車
二
四

六
一
番
一
地
先
ま
で

後前

三
九
・
三

  
〜　

九
・
一

一
三
・
〇

  
〜　

六
・
八

九
四
一
・
二

九
三
五
・
五

路 

線 

名

一
般
国
道

三
二
三
号

県
道

鳥
巣
浜
崎
停

車
場
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

唐
津
市
浜
玉
町
五
反
田
字
簗
場
一
一
七
三
番
一
地
先
か
ら

唐
津
市
浜
玉
町
五
反
田
字
水
車
二
四
六
一
番
一
地
先
ま
で

唐
津
市
浜
玉
町
五
反
田
字
松
本
一
〇
五
四
番
三
地
先
か
ら

唐
津
市
浜
玉
町
五
反
田
字
松
本
九
七
九
番
一
地
先
ま
で

唐
津
市
浜
玉
町
南
山
字
玉
島
二
二
三
五
番
地
先
か
ら

唐
津
市
浜
玉
町
五
反
田
字
水
車
二
四
六
一
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
六

〃

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
六
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日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
武
雄
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

武
雄
福
富
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

武
雄
市
北
方
町
大
字
芦
原
字
山
西
五

七
二
六
番
三
地
先
か
ら

武
雄
市
北
方
町
大
字
芦
原
字
細
工
町

三
二
〇
八
番
二
地
先
ま
で

武
雄
市
北
方
町
大
字
芦
原
字
山
西
五

七
二
六
番
三
地
先
か
ら

武
雄
市
北
方
町
大
字
芦
原
字
細
工
町

三
二
〇
八
番
二
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

二
五
・
〇

  
〜　

一
五
・
八

二
四
・
六

  
〜　

一
五
・
八

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

八
五
五
・
〇

八
五
五
・
〇

�
�
�
�
�
�
�
�
	



　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
六

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
武
雄
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

県
道

武
雄
福
富
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

武
雄
市
北
方
町
大
字
芦
原
字
山
西
五
七
二
六
番
三
地
先
か

ら武
雄
市
北
方
町
大
字
芦
原
字
細
工
町
三
二
〇
八
番
二
地
先

ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
六

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
六

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
鹿
島
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

皿
屋
三
河
内

線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
吉
田
字
寺
田
甲

三
五
一
三
番
一
地
先
か
ら

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
吉
田
字
鬼
丸
乙

一
九
七
七
番
八
地
先
ま
で

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
吉
田
字
寺
田
甲

三
五
一
三
番
一
地
先
か
ら

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
吉
田
字
鬼
丸
乙

一
九
七
七
番
八
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

六
一
・
〇

   
〜　

七
・
六

一
一
・
五

   
〜　

五
・
〇

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

三
、
五
七
八
・
一

三
、
六
一
六
・
七

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
六

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
鹿
島
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る 
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
指
定
（
昭
和
四
十
八
年
佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

松　
　

尾　
　

紀　
　

男　
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路 

線 

名

県
道

皿
屋
三
河
内

線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
吉
田
字
寺
田
甲
三
五
一
三
番
一
地
先

か
ら

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
吉
田
字
鬼
丸
乙
一
九
七
七
番
八
地
先

ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
六

��

��
�
�

�

　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
地
域
水
田
農
業
支
援
緊
急
整
備
）
諸
富
地
区
の
計
画
を
変
更
し
た

の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
１９５
号
）
第
８７
条
の
３
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
８７
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

　
な
お
、
利
害
関
係
人
で
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
佐
賀
県
知
事

に
対
し
て
書
面
に
よ
り
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
異
議
申
立
書
は
、
平
成
２１

　
年
４
月
２１
日
ま
で
に
佐
賀
県
佐
賀
中
部
農
林
事
務
所
（
郵
便
番
号
８４９
�
０９２５

 佐
賀
市
八

丁
畷
町
８
番
地
１
）
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
平
成
２１
年
３
月
６
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
地
域
水
田
農
業
支
援
緊
急
整
備
）
諸
富
地
区
の
変
更
後
の
土
地

改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２
　
縦
覧
の
期
間

　
　
平
成
２１
年
３
月
９
日
か
ら
平
成
２１
年
４
月
６
日
ま
で

３
　
縦
覧
の
場
所

　
　
佐
賀
市
役
所

　

三　

身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
表
中

　

「
社
会
福
祉
法
人
東
方
会
身
体

障
害
者
療
護
施
設
瑠
璃
光
苑

伊
万
里
市
二
里
町
大
里
乙
四
〇
三
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

　

「
社
会
福
祉
法
人
東
方
会
障
害

者
支
援
施
設
瑠
璃
光
苑

伊
万
里
市
二
里
町
大
里
乙
四
〇
三
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。
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